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令和２年第３回栗原市教育委員会臨時会会議録 

 

１．招集日時  令和２年３月１６日（月） 午前１１時３０分 

   

２．招集場所  金成庁舎２０１会議室 

 

３．出席委員 

１番  笠 間 八十公 委員   ２番  蘇 武 德 行 委員 

３番  久 我 一 仁 委員   ４番  千 葉 みどり 委員 

  

４．説明のため出席した者 

教 育 長         佐 藤 新 一 

部  長         菅 原 昭 憲 

次  長         鈴 木   学 

次  長         多 田   陽 

教育総務課長       入 野 美奈子 

学校教育課長       小野寺 幸 博 

学校教育課副参事     髙 橋 和 宏 

社会教育課長       伊 藤 寿 浩 

文化財保護課長      大立目 正 孝 

教育研究センター副参事  菅 原 健 志 

 

５．本委員会の書記は次のとおりである 

教育総務課長補佐     菅 原 光 宏 

 

６．出席点呼・開会                            午前１１時３０分 

佐藤教育長        本日は、教育長、教育委員の過半数が出席しておりますので、直ちに

会議を開きます。 

 

７．教育委員会会議録署名委員の指名 

佐藤教育長        次に、３ 教育委員会会議録署名委員の指名を行います。１番 笠

間委員、４番 千葉委員にお願いします。 

 

８．教育長報告 

佐藤教育長        次に、４ 教育長報告を行います。（１）専決処分報告 報告第２号 

専決処分の報告について、令和２年第１回栗原市議会定例会に提案す

る教育関係追加議案に対する意見について、説明を求めます。 

教育総務課長       日程の綴り１ページをお開きください。報告第２号 専決処分の報

告について、令和２年第１回栗原市議会定例会に提案する教育関係追
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加議案に対する意見を栗原市長から求められたことについて、栗原市

教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成１７年４月１日教育委

員会規則第５号）第３条第１項の規定により、下記のとおり専決処分

したので、同条第２項の規定により報告する。令和２年３月１６日提

出 栗原市教育委員会教育長でございます。１ 意見 異議なし。２ 

専決年月日 令和２年２月１７日。議会に提案する教育関係議案につ

いて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、市長より

教育委員会の意見を求められたことに対し、異議の無い旨、回答した

もので、令和２年第１回栗原市議会定例会に、補正予算の追加提案が

必要になったことによるものであります。内容につきましては、資料

１ページから１６ページに掲載しております。具体的には、１５ペー

ジをご覧ください。１０款 教育費、２項 小学校費、３項 中学校費

の教育振興費で、校内通信ネットワーク整備関係の予算を提案してお

ります。以上で、説明を終わります。 

佐藤教育長        説明が終わりました。何か、御質問ありませんか。 

（なしの声あり） 

御質問がないようですので、教育長報告を終わります。 

 

９．議 事 

佐藤教育長        日程１ 議案第９号 栗原市教育委員会職員の人事については、人

事を取り扱う案件でありますので、秘密会としてご審議いただきたい

と思いますが、御異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

御異議なしと認め、日程１ については、秘密会とし、説明員以外の

事務局の退席を求めます。 

ここで、秘密会の取り扱いを終了いたします。 

 

１０．その他 

佐藤教育長        ６ その他に入ります。資料に基づき、事務局から報告をお願いし

ます。 

教育総務課長       それでは、新型コロナウイルス感染症に係る学校等の対応というこ

とで、担当課より御説明申し上げます。 

学校教育課長       資料１７ページをお開き願います。３月２日から２４日までの臨時

休業のお知らせでございます。市内の全小中学校、合わせて１９校が

休業となっております。続きまして、１８ページをお開き願います。卒

業式と卒園式、修了式について、市のホームページでお知らせしてい

る内容であります。規模の縮小と時間の短縮、来賓の出席を御遠慮い

ただくこととしており、対象は、幼稚園９園、小学校１２校、中学校７

校となっております。以上であります。 
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社会教育課長       １９ページをご覧ください。小学校の臨時休校に伴う放課後児童ク

ラブの対応についてであります。３月２日から２４日までの臨時休業

に併せて、放課後児童クラブを全て開所しております。３月２日は、午

給食後からの対応となっており、最終の２４日は、終業式終了後から

の対応となります。開所に当たりましては、祝祭日や土曜日の開所と

同様にお弁当を持参し、保護者が送迎を行うという形で対応しており

ます。続きまして、２０ページをご覧ください。社会教育施設、社会体

育施設の対応についてであります。これにつきましても、３月２日か

ら２４日までの市立学校の臨時休業に伴いまして、市内の社会教育施

設、社会体育施設の小中高生、高校生の施設の利用を停止しておりま

す。期間は御覧のとおりで、対象施設は、２１ページ以降のとおりであ

ります。制限の内容につきましては、小中高生の施設の利用を停止し

ており、施設への入館もできないようにしております。その他の利用

団体については、利用可能となっておりますが、小中高生を含んだ活

動はできないこととしております。以上であります。 

佐藤教育長        ただいまの報告について、質問はありませんか。 

（なしの声あり） 

質問がないようですので、その他を終わります。 

 

１１．閉会 

佐藤教育長        以上で、本日の日程のすべてを終了しましたので、会議を閉じます。 

午前１１時４２分 

 

１２．本委員会の議決の次第は、次のとおりである。 

議案第９号 栗原市教育委員会職員の人事について 

 

この会議録は書記が作成したものであるが、その内容の正確なることを証するため、ここに署名する。 

 

       令和２年３月２３日 

                      会議録署名委員               

 

                         〃                  


